年　　月　　日

JUIDA民間資格の休講（国家ライセンスのみ運営）に係る申請書


一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）御中

                                【申請者】
　　　　　　　　　　　　　　　　 （住所）


　　　　　　　　　　　　　　　　 （法人名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


貴会に、申請者が運営する下記JUIDA認定スクールにおけるJUIDA民間資格の休講を申請いたします。
なお、休講期間中は貴会の団体会員の継続加入、スクール管理手数料の支払いおよびJUIDA国家ライセンススクール運営支援サービス（以下、「支援サービス」という。）の継続とともに、貴会の定める「JUIDA民間資格の休講（国家ライセンスのみ運営）に係る条項」（別添資料）を遵守いたします。

記

1． 本申請書によりJUIDA民間資格の休講および支援サービスの継続を申請する認定スクール
●●●

2． JUIDA民間資格の休講開始日
●●年●月●日

3． JUIDA民間資格の休講終了予定日
●●年●月●日

4． JUIDA民間資格の休講申請理由
●●●のため。


別添
JUIDA民間資格の休講（国家ライセンスのみ運営）に係る条項

第1条（休講に係る合意）
　　　一般社団法人日本UAS産業振興協議会（以下「JUIDA」という）が認定し、JUIDA認定スクール規約（以下「規約」という）に基づいてスクール事業を行っている法人（以下「申請者」という）は、別添の「JUIDA民間資格の休講（国家ライセンスのみ運営）に係る申請書」を提出し、同申請書に記載したJUIDA認定スクール（以下「本スクール」という）がJUIDA民間資格の休講に際し、本「JUIDA民間資格の休講（国家ライセンスのみ運営）に係る条項」（以下「本休講条項」という）に記載する条件に合意するものとする。なお、申請者が本スクール以外に運営するその他の認定スクールについては、規約に基づき引き続き認定スクール事業を継続することを確認する。
第2条（団体会員の継続およびスクール管理手数料の支払い）
　　　申請者は、運営する認定スクールを開校した状態でJUIDA民間資格を休講（国家ライセンスのみ運営）する場合でも、団体会員の継続およびスクール管理手数料を遅滞なく支払わなければならない。
第3条（認定スクール修了書の取扱い）
　　　JUIDA民間資格の休講（国家ライセンスのみ運営）を予定する認定スクールを休講開始日前に卒業した者は、同スクールの修了書その他JUIDAが必要と認める書類をJUIDAに提出することによりJUIDAの発行する証明証を取得することができる。
第4条（権利の放棄）
　　　本スクールはJUIDA民間資格の休講期間中、規約第８条（認定スクールの権利）に定める一切の権利およびJUIDA民間資格用テキストを使用する権利を放棄し、また、これらの権利を有しないものとする。
第5条（競合避止条項の遵守）
　　　申請者は、JUIDA民間資格を休講（国家ライセンスのみ運営）する場合でも、規約第10条に定める競合避止条項を遵守する義務を負うものとする。
第６条（JUIDA民間資格の再開）
　　　本スクールがJUIDA民間資格を再開する際は、事前にJUIDAに「JUIDA民間資格を再開する旨」を通知し、その承認を確認後、所定の認定スクール更新料を支払わなければならない。
第７条（協議解決）
　　　本休講条項に定めのない事項、または本休講条項の解釈に関して疑義が生じたときはJUIDAと申請者が誠意をもって協議の上これを解決する。
第８条（管轄裁判所）
　　　認定スクールの休校に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。　

（注）「スクール管理手数料」については、支援サービス利用規約第2条（定義）および第6条（契約の更新等）5項をご参照下さい。

以上
